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１ 基本的な考え方 

「中央区保健医療福祉計画2020」では、３つの基本施策のもと、15の施策の方向性、72

の主な取組を定めています。また、この計画の評価・検証をするため、各施策の方向性に掲

げる主な取組ごとに指標を設定しています。 

指標の推移の確認に加えて、関連事業を含む主な取組・事業の実施状況等により進捗状況

を把握し、中央区保健医療福祉計画推進委員会（以下「推進委員会」という。）において定期

的に計画の評価・検証を行います。その評価結果を広く区民、活動団体、事業者等へ公表し、

情報の共有を図るとともに、社会情勢や制度改正等の変化などを踏まえ、必要に応じて計画

を見直します。 
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２ 進行管理のスケジュール 

毎年度４～５月頃に主な取組の実績について、各所管課が実績、成果、課題等の分析や評

価をし、それに対して推進委員会が意見を付します。また、指標の推移についても確認を行

い、必要に応じて当年度以降の実施計画に反映させます。 

令和５年度には、前期の取組・成果に対して推進委員会が中間評価を行います。令和８年

度には、後期の取組・成果に対して推進委員会が評価を行い、令和９年度からの新計画の策

定に反映していきます。 

また、中間評価や新計画の策定に当たっては、必要に応じて区民意識調査を実施・活用し

ます。 

進行管理のスケジュール 

 令和２年度 
（2020年度） 

令和３年度 
（2021年度） 

令和４年度 
（2022年度） 

令和５年度 
（2023年度） 

Ａ：主な取組の

進行管理 

計画記載の 

取組実施 

2年度の実績 

整理・自己評価・ 

推進委員会の意見 

 

3年度の計画改善 

3年度の実績 

整理・自己評価・ 

推進委員会の意見 

 

4年度の計画改善 

4年度・前期の実績 

整理・自己評価・ 

推進委員会の評価 

 

中間見直しへの反映 

Ｂ：指標の推移

の確認 
 

指標の推移確認 

 

3年度の計画改善 

指標の推移確認 

 

4年度の計画改善 

指標の推移確認 

 

中間見直しへの反映 

 

 

 

 令和６年度 
（2024年度） 

令和７年度 
（2025年度） 

令和８年度 
（2026年度） 

令和９年度 
（2027年度） 

Ａ：主な取組の

進行管理 

計画（中間見直し） 

の取組実施 

6年度の実績 

整理・自己評価・ 

推進委員会の意見 

 

7年度の計画改善 

7年度・後期の実績 

整理・自己評価・ 

推進委員会の評価 

 

新計画への反映 

新計画記載の 

取組実施 

Ｂ：指標の推移

の確認 

指標の推移確認 

 

6年度の計画改善 

指標の推移確認 

 

3年度の計画改善 

指標の推移確認 

 

新計画への反映 

 

 

計 画 前 期（令和2年度～5年度） 

計 画 後 期（令和6年度～8年度） 
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３ 進行管理の具体的な方法 

進行管理は年度ごとにPDCAサイクルで行います。 

各所管課において、主な取組ごとに、実績、評価、改善事項等をまとめた施策評価シート

を作成し、推進委員会に提出します。施策評価の結果を受けて、推進委員会としての意見を

まとめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 計画（Plan） 

取組・事業などの計画（目標）や指標を設定します。 

⑵ 実績（Do） 

取組内容や指標の実績を記録します。 

⑶ 評価（Check） 

主な取組の実績を総合的に判断し、４段階で評価します。 

 

Ａ：順調に進行している      Ｂ：概ね順調に進行している 

Ｃ：あまり順調でない       Ｄ：順調でない 

⑷ 課題 

取組により見えた課題を記録します。 

⑸ 今後の取組・改善事項（Act） 

評価、課題等を踏まえ、今後の取組や改善点を検討します。 

 

 

 

主な取組・内容、指標等を定める。 

計画（Plan） 

評価結果を踏まえ、必要があると認

めるときは、計画や主な取組の改善・

見直し等を実施する。 

一連の評価結果を広く公表する。 

改善（Act） 

主な取組を実施する。 

実行（Do） 

主な取組ごとの実績、指標の推移等

について、各所管課において自己評

価する。 

推進委員会に報告し、意見をもらう。 

評価（Check） 

評価基準 
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４ 施策評価シート 

施策評価シートでは、１５の施策の方向性ごとに、取組内容・実績、評価、課題、今後の

取組・改善事項を記入します。評価は、Ａ～Ｄの４段階の記号で判定します。 

最後に、これらの自己評価を受けて、推進委員会としての意見を記入します。 

施策評価シート 
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５ 評価結果の一覧 

評価結果の一覧では、各年度の評価の結果を経年で確認できるようにします。 

評価結果一覧 
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６ 指標一覧 

指標一覧では、計画に定める主な取組ごとの指標について、各年度の実績を数値等により

記載し、指標の推移を経年で確認できるようにします。 

主な取組ごとの指標一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 中間評価・中間の見直し 

現計画の前期の最終年度である令和５年度に、毎年度実施する各所管課による施策の評価・

推進委員会の意見に加えて「中間評価」を実施します。 

中間評価では、推進委員会が主な取組の進捗状況の確認、評価、後期に向けた課題の提示

を行います。また、必要に応じて区民意識調査を実施し、区民生活の現状や課題、地域にお

ける支えあいや地域活動の現状と課題等の把握を行い、中間評価・中間の見直しに反映させ

ます。 

中間評価の結果により、各取組・事業の修正が必要な場合は、各所管課において実施計画

を見直し、事業を進めていきます。ただし、中間評価の結果や法改正・制度改正などにより、

現計画の内容を大幅に見直す必要があると見込まれる場合は、現計画の改訂を検討します。 

 


